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第１章 

基本的な考え方 

 

 

 



 

2 

 

１ 計画策定の趣旨                    

我が国では、脳卒中、心臓病及びその他の循環器病（以下「循環器病」という。）が原因で

亡くなる方が多く、悪性新生物（がん）に次ぐ死亡原因となっています。また、循環器病は介

護が必要となった主な原因に占める割合が高く、医療費が高額になる傾向もあることから、社

会全体に影響を与える疾患といえます。 

そこで、予防や医療及び福祉に係るサービスの在り方を含めた幅広い循環器病対策を総合的

かつ計画的に推進することを目的として、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その

他の循環器病に係る対策に関する基本法（平成 30 年法律第 105 号。以下「法」という。）が

平成 30（2018）年 12 月に成立し、令和元（2019）年 12 月に施行されました。また、国は

対策の基本的な方向を明らかにするため、循環器病対策推進基本計画（以下「基本計画」とい

う。）を令和２（2020）年 10 月に策定しました。 

各都道府県は、基本計画を基本として、都道府県循環器病対策推進計画（以下「都道府県計

画」という。）を策定することが求められています。こうした状況を踏まえ、本県では、この

度、ぐんま循環器病対策シームレス・プロジェクト（群馬県循環器病対策推進計画）（以下「本

計画」という。）を策定しました。 

 シームレスとは … 途切れのない、継ぎ目のないという意味。循環器病は急性期に早急に治療する必要があ
るとともに、回復期・慢性期にも再発・増悪しやすいという特徴を踏まえ、これに途切
れなく対応していくという意味合いを込めて「シームレス・プロジェクト」としている。 

 

２ 計画の位置付け                      

本計画は、法第 11 条第１項に規定する都道府県計画です。循環器病施策に関連する以下

の関係計画等と調和を図って策定しています。 

（１） 第８次群馬県保健医療計画 

（２） 群馬県健康増進計画「元気県ぐんま 21(第 2 次)」 

（３） 群馬県高齢者保健福祉計画（第８期）     

（４） 群馬県の「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」 

 なお、本計画は「新・群馬県総合計画」が掲げる７つの政策の柱のうち、「３ 医療提供

体制の強化」「４ 県民総活躍社会の実現」に基づく個別計画です。 

 

３ 計画の期間                      

法第11条第４項の規定により、都道府県計画の計画期間は６年間と規定されていますが、

関係する諸計画との調和が保たれたものとするという趣旨を鑑み、本計画の計画期間は医療

分野の最上位計画である第８次群馬県保健医療計画と終期を合わせ、令和４（2022）年度か

ら令和５(2023)年度までの２年間とします。 
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４ 計画の全体像                     
循環器病は、急性期には発症後に早急かつ適切な治療を開始する必要があるとともに、回

復期・慢性期においても再発・増悪しやすいという特徴があります。循環器病対策を効果的

に推進するには、その特徴を踏まえ、予防から急性期、回復期、慢性期まで、幅広できめ細

かい対応が求められます。 
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５ ＳＤＧＳへの対応                     
持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成 27 年（2015 年）9 月の国連サミットで採択さ

れた 2030 年までの国際目標です。本県においても、人口減少・超高齢化など社会的課題の

解決と持続可能な地域づくりに向けて、官民連携を進め、ＳＤＧｓを推進しています。 

本計画では、本計画が掲げる全体目標に特に関連する以下の３つの目標を位置づけ、対応

する施策や取組を進めていきます。 

 

本計画のめざす姿（全体目標） 対応するＳＤＧｓ 

 健康寿命の延伸 

 循環器病の年齢調整死亡率の減少 

３ 全ての人に健康と福祉を 

８ 働きがいも経済成長も 

１１ 住み続けられるまちづくりを 
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第２章 

群馬県の現状 
 

 

 

 

 

 



 

6 

 

１ 人口構造・動態                        

（１）総人口と人口構成 
 本県の総人口は平成 16（2004）年の 2,035,542 人をピークに減少しており、令

和元（2019）年 10 月 1 日現在で 1,938,063 人となっています。 

年齢別の構成で見ると、本県の年少人口(0～14 歳)はピーク時の昭和 20（1945）

年には 594,225 人でしたが、令和元年には過去最低の 231,202 人になりました。ま

た、総人口に占める年少人口の割合も、令和元年は過去最低の 12.0％となり、平成元

（1989）年の 19.4％と比較して約 0.6 倍の水準となっています。 

本県の生産年齢人口(15～64 歳)は平成 6（1994）年の 1,367,587 人をピークに

減少しており、令和元年には 1,116,981 人となりました。生産年齢人口割合は、令

和元年は 58.1％となり、ピーク時である平成 3（1992）年の 68.4％に比べ 10.3 ポ

イント減となっています。 

一方、本県の老年人口(65 歳以上)は一貫して増加しており、令和元年は 573,455

人となりました。老年人口割合も一貫して上昇を続け、特に平成に入ってからは毎年

約 0.5 ポイントずつ上昇し、令和元年は 29.8％となるなど過去最高を更新していま

す。 また、本県の 75 歳以上人口は令和元年に 290,805 人となり、初めて老年人口

の半数以上となりました。 

 

 
（資料）総務省「国勢調査」、県「統計情報提供システム」 
    国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30 年）」 
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（２）人口動態 
ア 出生数 

令和２（2020）年における本県の出生数は 11,660 人で、減少傾向が続いています。 

 
（資料）厚生労働省「人口動態調査」 

 

イ 死亡数 

医療の進歩等に伴い死亡数は昭和 50 年代までおおむね減少してきましたが、その

後、高齢化の進展を背景に年々増加傾向にあり、令和２（2020）年の死亡数は 23,284

人でした。また、本県における死亡率（人口千人あたりの死亡数)は、全国と比べると、

やや高い率で推移しています。 

 
（資料）厚生労働省「人口動態調査」 
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２ 各疾患の罹患状況及び死亡状況                  

（１）各疾患の罹患状況・診療状況 

 令和元（2019）年度の本県における全疾患の患者数は 6,640,660 人となっていま

す。このうち、循環器系の疾患は 473,379 人（7.1%）であり、全体で 4 番目に多い

疾患となっています（全国だと 5 番目）。 

本県及び全国における全疾患の患者数 

 
 

(資料)厚生労働省「レセプト情報・特定健診等情報データベース（R1 年度）」 

 また、同年度における本県の疾病群ごとの患者流出入の状況をみると、循環器系疾

患では発生患者数を診療患者数が上回るいわゆる流入超過の状況にあります。 

本県における疾病群ごとの発生患者数、診療患者数、流出入状況 

 
（資料）厚生労働省「令和元年度 DPC 導入の評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告について」 

疾病分類（大分類） 患者数（人） 割合 患者数（人） 割合
全疾病 6,640,660 100.0% 432,165,467 100.0%
消化器系の疾患      1,468,352 22.1% 94,340,508 21.8%
呼吸器系の疾患      1,129,415 17.0% 74,509,161 17.2%
眼及び付属器の疾患    573,744 8.6% 38,082,138 8.8%
循環器系の疾患      473,379 7.1% 29,594,040 6.8%
皮膚及び皮下組織の疾患  458,602 6.9% 31,920,893 7.4%
筋骨格系及び結合組織の疾患 454,214 6.8% 28,281,540 6.5%
損傷、中毒及びその他の外因の影響 369,400 5.6% 21,700,321 5.0%
内分泌，栄養及び代謝疾患 266,768 4.0% 17,541,747 4.1%
感染症及び寄生虫症    259,589 3.9% 18,265,157 4.2%
新生物＜腫瘍＞        229,358 3.5% 16,006,371 3.7%
腎尿路生殖器系の疾患   202,014 3.0% 13,796,056 3.2%
分類できない疾病 163,908 2.5% 9,018,391 2.1%
症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 158,404 2.4% 9,663,859 2.2%
精神及び行動の障害    129,335 1.9% 8,627,765 2.0%
耳及び乳様突起の疾患   128,360 1.9% 8,856,686 2.0%
神経系の疾患       100,423 1.5% 6,834,644 1.6%
その他 75,397 1.1% 5,126,190 1.2%

全国群馬県

（単位：人）

MDC（疾患） 発生患者数
DPC調査対象病院

の診療患者数

診療患者数と

発生患者数との差

01（神経系疾患） 10,299 10,116 △ 183
02（眼科系疾患） 7,390 7,128 △ 262
03（耳鼻咽喉科系疾患） 6,231 6,199 △ 32
04（呼吸器系疾患） 20,196 20,494 298
05（循環器系疾患） 21,850 22,620 770
06（消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患） 42,088 43,284 1,196
07（筋骨格系疾患） 8,473 9,866 1,393
08（皮膚・皮下組織の疾患） 2,196 1,996 △ 200

09（乳房の疾患） 2,045 2,090 45
10（内分泌・栄養・代謝に関する疾患） 4,388 4,226 △ 162
11（腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患） 14,751 15,493 742
12（女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩） 8,380 7,636 △ 744
13（血液・造血器・免疫臓器の疾患） 4,516 4,742 226
14（新生児疾患、先天性奇形） 2,917 2,834 △ 83
15（小児疾患） 660 651 △ 9
16（外傷・熱傷・中毒） 12,474 12,993 519
17（精神疾患） 330 145 △ 185
18（その他の疾患） 2,727 2,595 △ 132



 

9 

 

（２）各疾患の死亡状況 

 令和２（2020）年、本県では各疾患等により 23,286 人の方が亡くなっています。

このうち、循環器系の疾患による死亡数は 6,432 人であり、最多の死亡原因となって

います（全国ではがんに次いで 2 番目に多い死亡原因）。 

 また、循環器系の疾患による死亡数は、冬季に多くなる傾向が見られます。 

本県における疾患ごとの死亡数 

 

全国における疾患ごとの死亡数 

 
 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

感染症及び寄生虫症 39 33 30 29 35 28 36 26 30 31 33 35 385

新 生 物＜腫 瘍＞ 504 525 502 485 522 481 505 520 550 545 489 574 6,202

 うち、悪性新生物＜腫瘍＞ 481 499 483 464 496 461 488 502 527 528 467 554 5,950

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 7 8 5 6 6 4 4 3 1 6 10 10 70

内分泌、栄養及び代謝疾患 40 26 41 27 41 27 32 45 17 37 28 33 395

精神及び行動の障害 44 30 45 40 31 31 35 33 27 45 37 46 444

神経系の疾患 64 74 80 71 47 63 73 67 73 75 69 85 841

眼及び付属器の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

耳及び乳様突起の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

循環器系の疾患 683 527 540 528 462 462 424 522 491 568 550 674 6,432

呼吸器系の疾患 334 316 276 252 272 194 210 225 225 264 256 302 3,126

消化器系の疾患 85 72 89 89 87 69 75 81 74 97 84 107 1,009

皮膚及び皮下組織の疾患 4 5 6 4 2 2 4 2 2 8 5 6 50

筋骨格系及び結合組織の疾患 11 17 15 16 11 12 10 12 15 16 15 16 166

腎尿路生殖器系の疾患 74 64 78 58 66 46 54 62 56 67 65 73 763

妊娠、分娩及び産じょく 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

周産期に発生した病態 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7

先天奇形、変形及び染色体異常 6 2 1 2 2 1 5 1 2 3 1 0 26

異常検査所見等で他に分類されないもの 185 202 182 185 194 153 169 197 174 184 176 197 2,198

傷病及び死亡の外因 112 88 100 105 83 67 64 110 83 98 105 117 1,132

特殊目的用コード 0 0 1 15 2 0 1 0 0 1 3 17 40

死因
令和２（2020）年

令和２(2020)年 合計 23,286

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

感染症及び寄生虫症 2,146 1,998 1,972 1,859 1,680 1,639 1,660 1,739 1,755 1,809 1,833 2,034 22,129

新 生 物＜腫 瘍＞ 33,114 30,849 32,940 31,944 31,963 31,250 32,667 33,015 32,536 34,127 32,656 34,457 391,545

 うち、悪性新生物＜腫瘍＞ 32,013 29,841 31,875 30,792 30,851 30,281 31,591 31,907 31,415 33,006 31,508 33,276 378,385

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 392 386 364 363 310 320 327 356 347 358 348 425 4,296

内分泌、栄養及び代謝疾患 2,099 1,907 1,933 1,873 1,849 1,605 1,691 1,824 1,673 1,835 1,888 2,250 22,457

精神及び行動の障害 2,097 2,025 1,938 1,851 1,782 1,659 1,770 1,809 1,784 2,046 2,009 2,340 23,115

神経系の疾患 4,765 4,294 4,257 4,318 3,922 3,821 3,853 4,051 4,049 4,475 4,513 4,942 51,265

眼及び付属器の疾患 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 8

耳及び乳様突起の疾患 4 1 1 3 2 3 3 1 3 0 1 3 25

循環器系の疾患 34,802 30,823 30,411 28,729 26,493 23,772 24,580 26,295 25,040 28,598 29,605 36,208 345,476

呼吸器系の疾患 18,788 16,002 15,602 14,483 13,354 11,548 12,153 12,979 12,800 14,320 14,607 16,068 172,727

消化器系の疾患 4,957 4,383 4,648 4,360 4,315 3,866 4,069 4,291 4,189 4,669 4,650 5,451 53,873

皮膚及び皮下組織の疾患 294 257 241 268 206 171 199 245 192 230 231 287 2,822

筋骨格系及び結合組織の疾患 839 727 791 800 665 706 699 712 720 746 748 845 8,998

腎尿路生殖器系の疾患 4,150 3,590 3,746 3,566 3,409 2,979 3,154 3,233 3,218 3,497 3,720 4,237 42,505

妊娠、分娩及び産じょく 2 1 1 4 1 0 4 2 2 1 1 2 23

周産期に発生した病態 38 25 38 26 35 37 42 50 47 33 30 38 442

先天奇形、変形及び染色体異常 170 156 163 158 151 149 162 155 131 163 131 177 1,866

異常検査所見等で他に分類されないもの 13,958 12,527 13,106 12,400 12,264 11,698 12,156 13,623 12,892 14,129 14,445 16,534 159,483

傷病及び死亡の外因 6,376 5,593 5,771 4,949 4,747 4,268 4,811 5,990 4,954 5,916 5,768 6,987 66,234

特殊目的用コード 0 10 56 450 336 59 46 275 249 192 401 1,392 3,466

死因
令和２（2020）年

令和２(2020)年 合計 1,372,755

（資料）厚生労働省「人口動態調査」 
※月別の数値は月報（概数）、計は確定数のため、月別の数値の合計が計と合わない場合がある。 
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３ 循環器病の罹患状況                      

令和元（2019）年の循環器系の疾患患者数の内訳を見ると、他の疾患を引き起こす危険因

子となる「高血圧性疾患」「低血圧（症）」を除く本県における循環器系の疾患の患者割合

では、「虚血性心疾患」「脳梗塞」の割合が大きくなっています。 

本県の循環器系の疾患の患者数の内訳 

 
 

※「高血圧性疾患」「低血圧（症）」を除く割合 

 
(資料)厚生労働省「レセプト情報・特定健診等情報データベース（令和元年度）」 

 

   

患者数(人) 割合
473,379 100.0%

高血圧性疾患 291,578 61.6%
低血圧（症） 1,480 0.3%
虚血性心疾患 44,470 9.4%
脳梗塞 38,057 8.0%
脳内出血 7,023 1.5%
動脈硬化（症） 4,001 0.8%
くも膜下出血 2,481 0.5%
脳動脈硬化（症） 84 0.0%
その他の心疾患 56,812 12.0%
その他の脳血管疾患 10,636 2.2%
その他の循環器系の疾患 16,757 3.5%

疾患
循環器系の疾患     
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なお、県「患者調査（平成 27 年）」によると、脳卒中及び虚血性心疾患患者について、

いずれの二次保健医療圏においても、当該圏内で発生している患者の多くを受け入れられて

いることから、本県の現在の医療提供体制において、循環器病に適切に対応できていると考

えられます。 

脳卒中患者に対する二次保健医療圏ごとの対応状況 

 

 

虚血性心疾患患者に対する二次保健医療圏ごとの対応状況 

 
（資料）県「患者調査（H27 年）」 

 

 

 

 

（患者数：人）

医療圏 前橋 渋川 伊勢崎
高崎

安中
藤岡 富岡 吾妻 沼田 桐生

太田

館林
総計

前橋 38 3 1 3 1 0 0 0 0 0 46
渋川 8 12 0 3 0 0 0 0 0 0 23
伊勢崎 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 21
高崎・安中 5 0 0 48 1 1 0 0 0 0 55
藤岡 1 1 0 3 8 0 0 0 0 0 13
富岡 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 10
吾妻 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
沼田 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
桐生 5 0 0 1 0 0 0 0 11 1 18
太田・館林 2 0 2 0 0 0 0 0 0 32 36
県外 2 0 4 1 6 1 0 0 1 5 20
総計 73 17 19 61 16 9 0 11 12 38 256

(
患

者

所

在

医

療

圏

)

(施設所在医療圏)
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４ 循環器病の死亡状況                      

 地域ごとの年齢構成を調整した死亡率である年齢調整死亡率について、脳血管疾患及び心

疾患（高血圧性を除く）ともに減少傾向にあるものの、本県の数値はいまだ全国平均を上回

っています。 

令和元（2019）年の年齢調整死亡率 

 

脳血管疾患の年齢調整死亡率の年次推移 

 

心疾患（高血圧性を除く）の年齢調整死亡率の年次推移 

 
（資料）厚生労働省「人口動態調査」。ただし、令和元年の群馬県の数値については県試算。 

（単位：人口10万対）

脳血管疾患
心疾患

（高血圧性を除く）

男(全国) 33.2 62.0

男(群馬県) 35.6 64.6

女(全国) 18.0 31.3

女(群馬県) 21.0 32.7
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二次保健医療圏ごとの脳血管疾患及び心疾患（高血圧性を除く）による死亡数では、高齢

者比率の高い二次保健医療圏ほど、死亡数が高くなる傾向がみられます。 

二次保健医療圏ごとの脳血管疾患の死亡数（人口 10 万対） 

 

 

 

 

二次保健医療圏ごとの心疾患（高血圧性を除く）の死亡数（人口 10 万対） 

 

 

 

 

（資料）厚生労働省「人口動態調査」 

※ 65 歳以上割合は、平成 31 年 1月 1日時点のもの。 

 

 

 

 

県全体 前橋 渋川 伊勢崎
高崎

安中
藤岡 富岡 吾妻 沼田 桐生

太田

館林

H29 99.6 94.1 93.4 90.0 95.2 109.9 121.6 141.6 111.7 122.1 93.0

H30 99.5 94.3 110.5 72.9 95.7 96.6 142.5 143.9 127.7 116.4 95.2

R1 99.7 96.0 107.0 80.0 96.7 100.4 162.5 110.4 117.8 135.1 85.6

65歳以上

割合
29.3% 29.0% 30.8% 24.8% 28.8% 32.3% 35.4% 38.3% 34.9% 33.5% 26.8%

県全体 前橋 渋川 伊勢崎
高崎

安中
藤岡 富岡 吾妻 沼田 桐生

太田

館林

H29 170.0 164.9 207.6 157.5 153.8 165.6 196.7 208.0 258.7 207.6 145.3

H30 174.4 166.2 218.4 159.0 165.9 200.4 195.1 257.5 228.0 189.1 150.9

R1 177.2 186.4 190.3 163.9 180.9 154.2 190.5 273.3 228.4 200.8 138.9

65歳以上

割合
29.3% 29.0% 30.8% 24.8% 28.8% 32.3% 35.4% 38.3% 34.9% 33.5% 26.8%



 

14 

 

 

５ 平均寿命と健康寿命                      

 健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義

されており、平均寿命の伸び以上に健康寿命を延ばすことが必要となります。 

 本県では、平成 22 年から 28 年にかけて、平均寿命と健康寿命の差が縮まっていません。 

平均寿命と健康寿命の差 

 

 
（資料）厚生労働省「生命表」、 

厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」 

H22 

H25 

H28 

H22 

H25 

H28 
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全体目標と施策方針 
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１ 全体目標                        

本計画では、後述する施策方針に基づく取組等を進めることで、基本計画が定める以下

の全体目標の達成を目指します。 

 健康寿命の延伸 

 循環器病の年齢調整死亡率の減少 

 

２ 施策方針                        

（１）循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備 

  国から提供されるデータ等を活用しつつ、関係機関と連携し、循環器病患者の診療

情報の共有化など、本県独自のデータ収集体制の構築に向けた検討・試行を進めます。 

 

（２）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

  回復期及び慢性期にも再発や増悪しやすいという循環器病の特徴に鑑み、循環器病

の発症予防及び合併症の発症や症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を推

進します。循環器病の予防には生活習慣等に対する県民の意識と行動の変容が必要で

あることから、循環器病に関する十分かつ的確な情報提供を行うとともに、発症後早

期の対応やその必要性に関する知識の普及啓発に取り組みます。 

 

（３）保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実 

    循環器病は、発症後は早急に適切な治療を開始する必要があるため、急性期から回

復期、慢性期まで、地域の実情に応じた医療提供体制の構築を進めます。また、循環

器病患者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、

地域包括ケアシステムの推進など、効果的かつ持続可能な保健、医療及び福祉に係る

サービスの提供体制の充実を図ります。 

 

（４）循環器病の研究推進 

    今後、国等において行われる循環器病に関する調査研究の動向を注視しつつ、幅広

く循環器病の研究を進めるための本県独自の体制構築を進めます。 
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個別施策 
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第１節 循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備        

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病は、患者数が膨大に及ぶことや、発症から数十年の間に病状が多様に変化す

ることから、患者の実態や詳細な病状の把握ができておらず、データを収集すること

も困難になっています。 

 循環器病の発症の仕方、予防や治療の効果についても個人差が大きいため、幅広な診

療情報の収集と研究の推進が求められています。 

 現在、国立循環器病研究センターにおいて、循環器病に係る診療情報を収集・活用す

る公的な枠組みの構築について検討が進められています。また、脳卒中・心臓病に関

連する学会においても、特定の疾患や健康状態等について、治療内容、治療経過など

の医療情報や健康情報を収集しています。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜データの収集・分析体制の構築＞ 

 今後、オープンデータや国から提供されるデータ等を分析し、予防から急性期、回復

期及び慢性期における対応を検討するなど、本県の循環器病対策に活用していきます。 

 レジストリーなどの調査を用いて、本県の診療状況が他道府県と比較してどのような

体制であって、治療成績がどのようなものかを調査し、診療体制の向上・予後改善に

つながるような施策を検討します。 

 本県内におけるより詳細な循環器病患者の状況、診療状況などを把握するため、県内

医療機関等と連携し、患者ごとの追跡調査などの実施を検討します。 

 医療機関等の取組と連携しながら、循環器病患者の診療情報の共有化など、本県独自

のデータ収集体制の構築に向けた検討・試行を進めます。 
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 （データ分析の例） 

  １ 本県における心疾患診療実績の把握 

    ＜DPC 導入の影響評価に係る調査結果を分析＞ 

 

令和元年度の経皮的カテーテル心筋焼灼術の診療患者数 

 
  （資料）厚生労働省「令和元年度 DPC 導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」 

 

２ 脳血管疾患の救急の予後に影響を与える術式の実施状況把握 

    ＜レセプト情報・特定健診等情報データベースを分析＞ 

 

脳梗塞に対する t-PA による血栓溶解療法の実施件数(レセプト件数) 

 
（資料）厚生労働省「レセプト情報・特定健診等情報データベース（令和元年度） 

都道府県
DPC算定患者数

（人口10万対・人）

順

位

福井県 105.7 1

奈良県 102.5 2

京都府 101.4 3

福岡県 98.5 4

愛知県 98.1 5

大阪府 97.2 6

兵庫県 96.2 7

熊本県 95.8 8

神奈川県 94.6 9

群馬県 93.8 10

都道府県
レセプト件数

（人口10万対・件）

順

位

山形県 25.2 1

高知県 25.2 2

佐賀県 23.4 3

長崎県 21.9 4

奈良県 21.3 5

長野県 21.0 6

福井県 20.3 7

山口県 19.8 8

鳥取県 19.8 9

鹿児島県 19.2 10

群馬県 14.5 20
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第２節 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発         

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病の多くは生活習慣や肥満等の健康状態に端を発して発症することから、生活習

慣の改善が循環器病の予防にとって極めて重要です。 

 一人ひとりが適切に循環器病の予防・重症化予防や疾患リスクの管理ができるよう、循

環器病に対する正しい知識を身につけることが必要です。 

 発症後に早急かつ適切な治療を開始する必要があるとともに、回復期・慢性期において

も再発・増悪しやすいという循環器病ならではの特徴について、患者本人やその家族が

正確に理解することが必要です。 

 

関連データ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

全国及び本県の食塩摂取量（１日あたりの平均値）     全国及び本県の喫煙率 

     
（資料）厚生労働省「国民栄養・健康調査」     （資料）厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

全国及び本県のメタボリックシンドローム該当者及び予備軍割合 

 
（資料）厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」 

  

（単位：g/日）

H24 H28

全国 11.3 10.8

群馬県 11.7 10.9

全国 9.6 9.2

群馬県 10.1 9.3

男性

女性

（単位：％）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 14.4 14.8 15.1 15.5 15.9

群馬県 15.3 15.8 16.1 16.3 16.4

全国 11.7 11.8 12.0 12.2 12.3

群馬県 11.8 11.7 11.9 12.2 12.5

メタボリックシンドローム

予備群者割合

メタボリックシンドローム

該当者割合
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取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜生活習慣病の予防、循環器病に関する知識の普及啓発＞ 

 県健康増進計画「元気県ぐんま 21(第 2 次)」を推進するとともに、さらなる取組の拡

充を図ります。 

 医師と管理栄養士の連携体制を構築するなど、生活習慣病を予防する指導体制の充実

を図ります。 

 県健康増進計画の見直しに際しては、発症に遺伝的要因が認められることなど、循環

器病ならではの特徴を踏まえて検討します。 

＜健康寿命延伸に向けた取組＞ 

 生涯にわたり元気にいきいきと幸せな生活を送ることができるよう、県民の皆様に取

り組んでほしい健康づくりの実践事項である「ぐんま元気（ＧＥＮＫＩ）の５か条」

を推進します。 

 生活習慣病の予防等に関心を持ちにくい若い世代や働き盛り世代からの健康づくりを

サポートするため、スマートフォンアプリを活用して県民の自主的な健康づくりを促

進します。（ぐんま健康ポイント制度（G-WALK＋（ジーウォークプラス））） 

 県民の健康寿命を延伸し、心身ともに健康で質の高い生活を送ることができる「元気

県ぐんま」の実現に向け、群馬県健康づくり推進連携協定の締結により、企業・団体

等と県が連携体制を構築します。 

 本県における食育や減塩の推進のため、「ぐんま食育応援企業」登録制度、「健康づ

くり協力店」登録制度を実施します。 

＜関係団体等による予防・啓発の取組＞ 

 群馬脳卒中医療連携の会や群馬心不全地域連携協議会など、関係団体等が行う予防・

啓発の取組について、一層の普及・啓発を図ります。 

【主な事業例】 

ぐんまちゃんの脳卒中ノート（群馬脳卒中医療連携の会）、心不全健康管理手帳

（群馬心不全地域連携協議会）、ぐんま元気（ＧＥＮＫＩ）の 5 か条（再掲）、

ぐんま健康ポイント制度（G-WALK＋（ジーウォークプラス）） 

 

＜喫煙率の減少と受動喫煙の防止＞ 

 未成年者や若年女性を対象とした喫煙防止講習会や、県民の方を対象とした受動喫煙

防止講演会を開催します。 

 施設管理者等に対し、受動喫煙の防止に向けた助言や指導等に取り組みます。 
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第３節 医療等に係るサービスの提供体制の充実     
 

１ 循環器病を予防する健診の普及や取組の推進                 

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病の主要な危険因子である生活習慣病の予防及び早期発見には、健康診査・保健

指導が有効です。特に、生活習慣病の発症が増える 40 歳以上の方が対象となる特定健

康診査、特定保健指導は、循環器病を予防する上で重要な取組となっています。 

 一方、本県では、特定健康診査・特定保健指導の受診率は全国平均を下回っています。 

 循環器病の早期発見には、心電図検査が有効であるとの指摘があるものの、特定健康診

査においては、心電図検査は医師が必要と認める者のみの実施となっています。 

 

関連データ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本県及び全国の特定健康診査受診率、特定保健指導実施率 

 
（資料）厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜健康診査・特定健康診査・特定保健指導等の実施率向上＞ 

 保険者協議会との情報共有や、受診率向上のための啓発活動を実施します。 

 健康診査や保健指導等に従事する保健医療従事者を対象とした研修会を開催します。 

 特定健康診査における心電図検査が必須項目となるよう、国に対して要望・働きかけ

を行います。 

 市町村が実施する住民に対する健康診断や、民間企業等が実施する従業員向けの健康

診断等について、心電図検査の重要性に係る啓発を行います。 

（単位：％）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 50.1 51.4 52.9 54.4 55.3

群馬県 49.0 50.6 51.5 53.0 54.9

全国 17.5 18.8 19.5 23.3 23.2

群馬県 13.6 14.0 15.0 18.7 18.6
特定保健指導実施率

特定健康診査受診率
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２ 救急搬送体制の整備                    

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病は突然発症し、数分から数時間の単位で生命に関わる重大な事態に陥ることも

多いため、発症後には早急に適切な診療を開始する必要があります。 

 一方、緊急手術が常時可能な医療施設は限られるため、地域における状況を踏まえつつ、

広域的な連携体制の構築が求められます。 

 メディカルコントロール体制の強化に取り組んでいます。 

メディカルコントロール体制とは 

 消防機関と医療機関との連携によって、（１）救急隊が現場からいつでも迅速に医

師に指示、指導及び助言を要請できる、（２）救急活動の医学的判断、処置の適切

性について医師による事後検証、（３）救急救命士の資格取得後の定期的な病院実

習などを行う体制のこと。 

 本県では、県内全域の救急医療体制検討協議会を設置するとともに、県内 11 地域

の協議会による体制を整備している。 

 

関連データ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急要請（覚知）から救急医療機関への
搬送までに要した平均時間 
 

（資料）総務省消防庁「救急救助の現況」

脳血管疾患により救急搬送された 
患者数（人口 10 万人対） 

（資料）厚生労働省「患者調査」

心肺機能停止傷病者全搬送員のうち、 
一般市民により除細動が実施された件数（人口 10 万人対） 

（資料）総務省消防庁「救急救助の現況」

（単位：分）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 39.4 39.3 39.3 39.5 39.5

群馬県 36.4 36.6 36.5 36.7 37.3

（単位:人）

H26 H29

全国 196.0 191.0

群馬県 237.0 193.4

（単位：件）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 1.4 1.6 1.7 1.6 1.8

群馬県 2.1 2.9 3.0 2.6 3.0
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取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜求められる医療機能・対応できる医療施設の明確化＞ 

 二．五次保健医療圏の中で、急性期から回復期、慢性期まで対応できる体制を確保し

ます。（群馬県保健医療計画別冊にて、疾病ごとに各ステージに対応できる医療機関

の一覧を掲載） 

＜迅速かつ適切な搬送体制の構築＞ 

 医療機関の施設・設備整備に対する支援等を通じて、救護及び初期救急医療から三次

救急医療体制までの充実を図ります。 

【主な事業例】 

ドクターヘリ症例検討会の開催、ドクターヘリの他県との連携拡大、統合型医療

情報システムの機能強化、第三次救急医療体制の充実、救命救急センターの施

設・設備整備に対する支援、救急告示医療機関等の制度運用、病院群輪番制病院

の施設整備等に対する支援、休日・夜間急患センターの設置に対する支援、転院

搬送ガイドラインの策定及び転院搬送病院救急車の整備に対する支援、救急患者

退院コーディネーターの設置促進、脳卒中患者に対する実施基準の事後検証、各

病院で消防機関に対し研修を実施 など 

 

＜メディカルコントロール体制の充実強化＞ 

 救急救命士による気管挿管実習等が可能な医療機関を確保するとともに、救急医療に

関する研修を実施します。 

 医療機関にタブレット端末を配置するほか、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した新機

能を追加するなど、統合型医療情報システムの機能を強化し、救急医療の高度化を推

進します。 

 群馬県脳卒中救急医療ネットワーク（GSEN）の全体会を開催し、救急救命士等によ

る迅速かつ適切な判断・処置・搬送の実現を図ります。 
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３ 循環器病に係る医療提供体制の構築                 

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病の急性期医療は、外科治療や血管内治療等の先端的かつ高度な医療や、これに

伴う医療資源の集中的な投入及び熟練の医療技術が求められ対応できる医療機関が限ら

れることに加え、24 時間体制での対応が求められています。 

 回復期や慢性期においても再発・増悪しやすいという循環器病の特徴から、かかりつけ

医と専門的医療を行う施設が連携して対応していく必要があります。 

 増大する医療需要や医療現場の働き方改革にも対応するため、患者がより受診しやすく

多職種が連携しやすい環境を整備していくことも重要です。 

 

関連データ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

循環器病治療に関する各種統計 

 
（資料）厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」       

 

 
（資料）厚生労働省関東信越厚生局「診療報酬施設基準」       

 

（単位：人）

H26 H28 H30

全国 3.7 3.9 4.2

群馬県 2.6 3.0 3.3

全国 5.7 5.9 6.1

群馬県 4.6 4.9 5.2

全国 9.6 10.0 10.2

群馬県 8.3 8.9 9.2

全国 2.4 2.5 2.6

群馬県 2.3 2.3 2.3

神経内科医師数

(人口10万人対)

脳神経外科医師数

(人口10万人対)

循環器内科医師数

(人口10万人対)

心臓血管外科医師数

(人口10万人対)

（単位：施設）

R2 R3

脳梗塞等に対するt-PAによる

脳血栓溶解療法の実施可能な病院数（群馬県）
15 16

急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈

インターベンションの実施可能な病院数（群馬県）
12 13
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取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜病床の機能分化、連携＞ 

 二．五次保健医療圏の中で、急性期から回復期、慢性期まで対応できる体制を確保し

ます。（群馬県保健医療計画別冊にて、疾病ごとに各ステージに対応できる医療機関

の一覧を掲載）（再掲） 

＜地域の実情に応じた医療提供体制の構築＞ 

 在宅療養を希望する人がその状態に応じた療養生活を送れるよう、在宅医療の連携体

制の構築を進めます。 

【主な事業例】 

在宅医療基盤整備（専門・多職種連携、普及啓発）、在宅療養支援診療所・病院・

訪問看護ステーション設備整備、訪問看護事業所支援事業、退院調整ルールの進

行管理 など 

 

 看護師が特定行為研修を受ける際の受講費に対する補助を行い（看護師特定行為研修

支援事業）、在宅医療の専門性を持った看護人材を育成します。 

 医師総数の増加や医師の地域偏在及び診療科偏在の解消を図るため、県、医師会、大

学及び県内の医療機関等が連携し、医師確保の取組を進めていきます。 

【主な事業例】 

群馬県緊急医師確保修学資金貸与、群馬県医学生修学資金貸与、群馬県医師確保

修学研修資金貸与、関係機関等との連携（ぐんま地域医療会議、群馬県地域医療

対策協議会（ぐんま総合医会）、ぐんまレジデントサポート協議会） など 

 

＜急性期診療提供体制の実態把握、有効性・安全性の評価検証＞ 

 二．五次保健医療圏の中で、急性期から回復期、慢性期まで対応できる体制を確保し

ます。（群馬県保健医療計画別冊にて、疾病ごとに各ステージに対応できる医療機関

の一覧を掲載）（再掲） 
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＜ツールの活用、かかりつけ医を含めた地域の連携促進＞ 

 群馬脳卒中医療連携の会や群馬心不全地域連携協議会など、関係団体等と連携しなが

ら、その取組の一層の普及を図ります。 

【主な事業例】 

ぐんまちゃんの脳卒中ノート（群馬脳卒中医療連携の会）（再掲）、心不全健康

管理手帳（群馬心不全地域連携協議会）（再掲）、退院調整ルールの進行管理（再

掲） など 

 

＜新興・再興感染症等流行時の対応＞ 

 新型コロナウイルス感染症や結核など、新興・再興感染症の流行時における循環器病

を含めた医療提供体制のあり方については、新型コロナウイルス感染症の対策等を総

括しつつ、令和６年度から始まる第９次県保健医療計画で検討します。 
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４ 社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援        

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病患者は、脳卒中後の後遺症の残存や心血管疾患治療後の身体機能の低下等によ

り、生活の支援や介護が必要な状態に至る場合があります。 

 循環器病は再発や増悪を繰り返すという特徴があるため、その予防のため生活習慣の改

善や適切な管理及びケアを行うことも重要です。 

 日々の疾患の適切な管理及びケアのためには、かかりつけ医を中心に多職種による連携

体を構築することが必要となります。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜地域包括ケアシステムの構築推進＞ 

 「可能な限り住み慣れた地域で、自分らしく生活したい」と望む人が、医療や介護な

ど必要なサービスを受けながら、在宅で自立した生活を続けられるよう、地域全体で

支える仕組みづくりを進めます。 

【主な事業例】 

地域包括支援センターの機能強化、市町村に対する支援（情報提供や意見交換）、

自立支援に資する地域ケア個別会議の推進（研修会等）、退院調整ルールの進行

管理（再掲）、訪問看護事業所支援事業（再掲）、健康サポート薬局・認定薬局

の推進 など 

 

＜多職種連携による取組推進＞ 

 入院医療機関と在宅医療・介護に関わる従事者との円滑な連携を図ります。 

【主な事業例】 

入院医療機関と在宅療養を担う関係機関の連携推進のための研修、退院調整ルー

ルの進行管理（再掲）、在宅医療基盤整備（専門・多職種連携、普及啓発）（再

掲）、訪問看護事業所支援事業（再掲）、地域連携クリティカルパスの普及促進、

情報通信機器の活用 など 

 

 研修会の開催やアドバイザーの派遣、取組に関する効果検証など、自立支援に資する

地域ケア個別会議の取組を推進します。  
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 健康寿命の延伸のため、県民が長く歯と口の健康を保ち、生涯にわたって健康で質の

高い生活を確保することができるよう、第２次群馬県歯科口腔保健推進計画に基づく

施策を推進します。 

【主な事業例】 

オーラルフレイル啓発促進事業、歯科口腔機能管理等研修事業、在宅歯科医療連

携室整備事業の実施 など 

 

 医師と管理栄養士など関係職種との連携体制を構築し、生活習慣病を予防する指導体

制の充実を図ります。（再掲） 
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５ リハビリテーション等の取組                     

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病患者に対しては、社会復帰という観点も踏まえつつ、日常生活動作の向上等の

生活の質の維持向上を図るため、早期からの継続的なリハビリテーションが求められて

います。 

 急性期から回復期、維持期・生活期まで一貫したリハビリテーションの提供体制を構築

するとともに、かかりつけ医による疾病管理の推進と専門医療機関との連携など、リハ

ビリテーションの充実が必要です。 

 

関連データ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本県の脳血管疾患等リハビリテーション料及び心大血管疾患等リハビリテーション料届出施設数 

 
（資料）厚生労働省関東信越厚生局「診療報酬施設基準」 

 

 

本県の脳卒中患者に対するリハビリテーション及び入院心血管疾患リハビリテーションの 

実施件数（算定回数） 

 
（資料）厚生労働省「レセプト情報・特定健診等情報データベース」 

 

  

（単位：施設）

H29 H30 R1 R2 R3

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 48 48 50 49 50

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 30 30 29 29 32

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） 31 31 33 38 38

心大血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 47 17 19 20 20

（単位：回）

H28 H29 H30 R1

脳卒中患者に対するリハビリテーション

の実施件数（算定回数）
1,665,856 1,693,143 1,729,032 1,770,015

入院心血管疾患リハビリテーション

の実施件数（算定回数）
72,266 61,364 72,820 80,181
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取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜循環器病の特徴に応じたリハビリテーション提供体制の整備＞ 

 脳卒中患者においては、地域連携クリティカルパスを活用し、急性期の病態安定後、

速やかに回復期に切れ目なく移行できる連携体制構築を進めていきます。また、維持

期・生活期にかけて、患者の状態に応じて、生活機能の維持及び向上を目的としたリ

ハビリテーションを十分に実施できる体制を維持していきます。 

 心血管疾患患者においては、リハビリテーションを急性期の入院中から開始し、回復

期や慢性期においても継続して実施できるよう、リハビリテーションを外来で実施す

ることも見据え、地域の医療資源を効率的に用いて他職種が連携する体制づくりを進

めていきます。 

 

【主な事業例】 

保健医療計画による医療連携体制の構築、群馬県地域リハビリテーション支援セ

ンター、ぐんまちゃんの脳卒中ノート（群馬脳卒中医療連携の会）（再掲）、地

域連携クリティカルパス（再掲）、在宅療養支援診療所・病院・訪問看護ステー

ション設備整備（再掲）、退院調整ルールの進行管理（再掲）、在宅医療・介護

支援パンフレットの配布 など 
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６ 循環器病に関する適切な情報提供・相談支援                 

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 医療技術や情報技術が進歩し、患者の療養生活が多様化する現代では、患者とその家族

が抱く、診療及び生活における疑問や、心理社会的・経済的な悩み等に対応することが

求められています。 

 循環器病に関する情報提供体制については、急性期には患者が情報そのものにアクセス

することが困難な可能性があります。また、慢性期においては、相談できる窓口が少な

い、どこに相談したらよいかわからない、といった意見があります。 

 各病院に設置されている「地域医療連携室」などでは、各種相談支援や情報提供を行っ

ていますが、利用者は自院患者に限られるなど、利便性における課題があります。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜各主体が行う情報提供の推進＞ 

 県内各病院等が行う公開講座など情報提供の取組について、県民への周知を図ります。 

＜病病・病診連携体制の構築による相談体制の強化＞ 

 各病院に設置されている地域医療連携室などを中核として、「ぐんまちゃんの脳卒中

ノート」や「心不全健康管理手帳」などのツールも活用しながら、病病・病診連携体

制を構築していきます。 

 がん診療連携拠点病院における「がん相談支援センター」のように、利用者を限定し

ない情報提供・相談支援窓口である「循環器病相談支援センター（仮称）」の設置を

検討します。 
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７ 循環器病の緩和ケア                    

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 平成２６年の世界保健機構（WHO）の報告では、成人における緩和ケアを必要とする疾

患別割合の第１位は循環器疾患、第２位は悪性新生物（がん）であるとされています。 

 循環器病は、特に高齢の患者に多い疾病であり、今後も高齢化に伴って患者数の増加が

見込まれます。地域内での重症化予防･再入院防止･症状緩和のための管理や支援、急性

増悪への対応など、医療･介護･福祉における連携体制の構築が必要です。 

 循環器病は、全人的な苦痛(身体的･精神心理的･社会的苦痛等)を伴う疾患であるため、

症状･苦痛の緩和や、アドバンス･ケア･プランニング(ACP)に基づく意思決定支援などに

よる緩和ケアを、疾患の初期段階から治療と並行して提供することが求められます。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜緩和ケアの推進・普及＞ 

 循環器病の緩和ケアについて、患者と家族の QOL 向上を図るため、必要となる施策を

検討します。 

＜人生会議の推進・普及＞ 

 人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い共有

するプロセスである「人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）」について、そ

の普及啓発を図ります。 

【主な事業例】 

患者の意思決定支援事業 など 

人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）とは 

 もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、

前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取組を「人生会

議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）」と呼びます。 

 命の危険が迫った状態になると、約７０パーセントの方が、

医療やケアなどを自分で決めたり望みを人に伝えたりする

ことが、できなくなると言われています。自らが希望する医

療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいる

こと、どこでどのような医療やケアを望むかを、自分自身で

前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有する

ことが重要です。 【参考】「人生会議」してみませんか（厚生労働省 HP） 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html 
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８ 循環器病の後遺症を有する者に対する支援                 

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病は、急性期に救命されたとしても、様々な後遺症を残す可能性があります。 

 後遺症により日常生活の活動度が低下し、しばしば介護が必要な状態となり得ます。し

かし、このような場合に受けられる福祉サービスについて、患者が十分に享受できてい

るとは言いがたい状況にあります。 

 脳卒中の発症後には、手足の麻痺だけでなく、外見からは障害がわかりにくい摂食嚥下

障害、てんかん、失語症、高次脳機能障害等の後遺症が残る場合があり、社会的理解や

支援も必要です。 

 後遺症を有していたとしても、その人がその人らしく生活するためには、後遺症につい

ての理解や支援に関する意識啓発、支援者の養成など、各地域における取組を進めてい

く必要があります。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜地域における支援の実施・体制の強化＞ 

 失語症者に対する意思疎通支援、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、てんか

ん拠点医療機関間のネットワーク強化など、各地域における後遺症を有する方に対する

支援に取り組みます。 

 

【主な事業例】 

失語症者向け意思疎通支援者養成、高次脳機能障害者支援拠点機関（専門相談窓

口）の運営、県立障害者リハビリテーションセンター、群馬県てんかん診療連携

体制整備事業 など 
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９ 治療と仕事の両立支援・就労支援                     

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 脳卒中を含む脳血管疾患の治療や経過観察などで通院・入院している患者（全国で約 112 

万人)のうち、約 16％(約 18 万人)が 20～64 歳であり、65 歳未満の患者においては、

約７割がほぼ介護を必要としない状態まで回復するという報告があります。 

 虚血性心疾患を含む心疾患の患者(全国で約 173 万人)のうち、約 16%(約 28 万人)が、

20～64 歳であり、治療後通常の生活に戻り、適切な支援が行われることで社会復帰が

できる方も多く存在しています。 

 適切な治療・支援により就職・復職することが可能な場合も少なくありません。一方、

就職・復職に関して、患者の希望がかなえられない事例や、治療や治療後の状態によっ

ては継続して配慮が必要な場合もあります。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜各主体が連携した両立支援・就労支援の展開＞ 

 厚生労働省群馬労働局が設立し、県、県医師会、県経営者協会、医療機関等が構成員

となっている「群馬県地域両立支援推進チーム」において、治療を続けながら離職す

ることなく安心して働くことができる社会の醸成を目指し、両立支援に関する情報の

共有や連携強化を図っています。 

 県難病相談支援センターにおいて、難病患者就職サポーターの配置や難病患者の雇用

管理に関する情報の提供、ハローワークにおける職業相談・職業紹介に取り組みます。 

 企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等、地域の多様な委託

先を活用し、障害者の能力、適性及び地域の障害者雇用ニーズに対応した「障害者委

託訓練」を機動的に実施し、就職または雇用の継続に必要な知識・技能の習得を図り

ます。 

 県内患者団体等と協力し、循環器病の正しい知識の定着と治療中の従業員への理解が

進むよう、県内民間企業等を対象に広報・啓発を行います。 
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１０ 小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策        

現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病の中には、100 人に１人の割合で出生する先天性心疾患や小児不整脈、小児脳

卒中、家族性高コレステロール血症等といった、小児期・若年期から配慮が必要な疾患

があります。 

 小児患者の治療に当たっては、保護者の役割が大きな割合を占めます。また、原疾患の

治療や合併症への対応が長期化し、それらを抱えたまま、思春期、さらには成人期を迎

える患者が増えており、そのような患者の自立等に関する課題があります。 

 胎児期の段階を含め、小児から成人までの生涯を通じて切れ目のない医療が受けられる

よう、他領域の診療科との連携など総合的な医療体制の充実が求められています。 

 先天性心疾患の成人患者が年々増加している一方、対応可能な医療機関が一部に限られ

ているなど、移行期医療の体制整備が課題となっています。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜成育過程を通じた切れ目ない支援＞ 

 母子健康手帳と共に、県独自に作成した母子健康手帳別冊を配布し、県内市町村等の

相談窓口や制度を周知します。 

 妊婦向けの無償提供資料（県制作、民間企業提供資料など）を配付し、妊婦や胎児、

新生児等の循環器疾患等に関する知識の普及啓発を図ります。 

 養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、母子保健法に

基づく医療給付を市町村が行った場合、県は市町村の負担を補助するなど、市町村と

連携した経済的な支援を行います。 

 小児期・若年期から適切な健康指導が行われるよう、医師と管理栄養士など関係職種

との連携体制を構築し、生活習慣病を予防する指導体制の充実を図ります。（再掲） 

＜療養生活に係る相談支援、児童の自立支援＞ 

 小児慢性特定疾病児童等に対する医療費を支給し、経済的な負担軽減を図ります。 

 慢性疾病児童等地域支援協議会を開催し、地域における支援体制を検討するとともに、

相談事業や相互交流事業を実施し、患者・家族の自立支援に努めます。 

 県立小児医療センターは、心疾患を持つ患者の個々の特性に合わせた移行期支援に取

り組みます。患者が発達年齢と医療ニーズに見合った成人中心医療に段階的に移行で

きるよう支援します。患者が成長と共に自らが病気と主体的に関わり、自律した生活
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を送ることができるよう促します。患者家族が、患者の成長に合わせて保護的な関わ

りから、患者の自律を手助けする関わりに移行できるよう働きかけます。 

 

＜移行期医療体制の整備＞ 

 先天性心疾患患者の小児医療センターからの患者の受け入れや管理移行について、心

臓血管センター、群馬大学附属病院及び前橋赤十字病院における連携を深めていきま

す。また、他の病院においても受け入れが進むよう、検討を進めます。 

 移行期医療提供体制の推進には、医療従事者に高い専門性が求められることが障害に

なっていることから、小児循環器病の研究会などを活用し、受け入れ体制の構築を促

していきます。 
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第４節 循環器病の研究推進              
現状と課題――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 循環器病に関する研究については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構により基礎

的な研究から実用化のための研究開発までの各研究段階においてその推進が図られてい

ます。また、様々な支援に基づき、国立循環器病研究センターをはじめとした医療・研

究機関等での研究も進められています。 

 循環器病の発症や重症化には多くの因子が関わっており、その病態は十分には明らかに

はされていないため、治療の多くは対症療法にとどまっています。今後、病態解明から

新規治療法・診断技術の開発に向けた臨床研究をシームレスに進めることが重要です。 

 循環器病の克服を目指し、大規模データの活用やデジタル技術等の活用等による革新的

な診断法や治療法の開発が求められています。 

 生活習慣に端を発する循環器病の他にも、幅広く循環器病の対策を進めるための研究を

推進する必要があります。 

 

取り組むべき施策―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜本県独自の研究体制構築に向けた検討＞ 

 国の研究動向を注視しつつ、県内医療機関等の取組と連携しながら、循環器病患者の

診療情報の共有化など、本県独自のデータ収集体制の構築に向けた検討・試行を進め

ていきます。（再掲） 

＜医工連携の推進＞ 

 医療分野と工学分野（ものづくり企業等）が連携しながら、医療分野関連製品の開発

を促進する取組を実施していきます。 
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第５章 

推進・評価 
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１ 計画の推進                        

本計画は、予防や医療及び福祉に係る幅広い循環器病対策を総合的かつ計画的に推進する

ことを通じ、県民の健康寿命の延伸と循環器病の年齢調整死亡率の減少を目指します。その

実現には、県、市町村、医療提供者、関係団体及び県民が、協働して計画の推進に取り組ん

でいくことが重要です。 

県は、本計画の内容について県内関係者や県民へ周知を図るとともに、施策を着実に推進す

るため、PDCA サイクルにより計画の進行管理を行います。また、市町村や医療提供者に対し

ては、本計画の趣旨や目的、現状と課題などの共有化を図りつつ、必要な取組への協力を求め

ていきます。 

循環器病対策をより効果的に推進していくためには、医療関係団体との連携が不可欠です。

群馬脳卒中医療連携の会や群馬脳卒中救急医療ネットワーク、群馬心不全地域連携協議会など

の循環器病医療関係団体との連携・協働により、本計画の取組を強力に推進していきます。 

 

２ 計画の評価                      

 本計画は令和５年度末までを期間としているため、令和６年度から始まる次期「群馬県循

環器病対策推進計画」に向けて、施策の進行管理や取組の検証を行っていく必要があります。 

 本計画の評価にあたっては、「ロジックモデル」を活用します。具体的には、日本脳卒中

学会や日本循環器学会などが作成するロジックモデルに示される指標や考え方などを用いて、

次期計画の策定に向けた取組の拡充や施策の見直しを検討してきます。 

 次期計画の策定においては、本計画の評価を踏まえ、学会などが作成するロジックモデル

を参考に、本県独自のロジックモデルを構築し、次期計画に反映していくこととします。 
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ロジックモデルとは 

 原因と結果を体系的に視覚化した「論理構造図」であり、因果関係を確認するため

の「仮説」としても使用されます。 

 ロジックモデルを活用することで、施策と成果の因果関係が明確化されるとともに、

目標の達成状況や現状の課題が共有化され、取組の評価や課題の検証が容易になる

とされています。 

 ロジックモデルの活用にあたっては、関係者間の議論を通じてロジックモデルを構

築することが重要です。また、ロジックモデルはあくまで「仮説」であるため、構

築後においても関係者間の議論を通じて、その妥当性を高めていくことが求められ

ます。 
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資料編 
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１ 用語説明                        

あ行 

◇ 医療計画 
 各都道府県が、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都

道府県における医療提供体制の確保を図るために策定する計画。 

 ５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）・５事業（救急医療、

災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））及び在

宅医療に係る目標や、医療連携体制及び住民への情報提供推進策、将来の医療連携体制に関す

る構想（地域医療構想）などを記載している。 

 本県では、第 8 次群馬県保健医療計画を平成 30（2018）年４月に策定している（計画期間：

令和５（2023）年度末まで）。 

◇ オーラルフレイル 
 歯の喪失や、食べる、話すといった口の機能が弱ること。フレイル（全身の機能が弱ること）

や要介護状態に進む要因の一つともいわれている。 

か行 

◇ 看護師特定行為 
 診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力

並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるもの。 

 本県では、看護師のスキルアップとチーム医療の推進を図る観点から、看護師特定行為研修に

係る費用に対する補助を行っている。 

◇ 緩和ケア 
 世界保健機関（ＷＨＯ）では、「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族

に対して、 疾患の早期より痛み、身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題に関

して、きちんとした評価を行ない、それが障害とならないように予防したり、対処すること

で、 クオリティ・オブ・ライフを改善するためのアプローチである」と定義している。 

◇ 救急患者退院コーディネーター 

 急性期を脱した救急患者の転床や転院の調整を行う人。 

 救急搬送された患者が救急医療用の病床を長期間使用すると、救急医療機関は新たな救急患者

を受け入れることが困難になってしまうため、本県では救急患者退院コーディネーターの各救

急医療機関への設置等を推進している。 

◇ 救急告示医療機関 
 救急病院等を定める省令に基づき、都道府県知事が認定した医療機関のこと。医師や施設、設

備など各種要件・基準を満たす必要がある。 
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◇ 群馬心不全地域連携協議会 
 心不全の発症予防と適切な治療を全県民が享受できることにより、県民の健康を守ることを目

的として活動している協議体のこと。関係医療機関等の連携をより一層推進するため、県医師

会が中心となって令和３（2021）年４月に設立した。 

 医療機関等の連携促進に向けた情報共有や講演会開催のほか、心不全患者が自身の健康状態や

受診した医療機関等の情報を記録できる「心不全健康管理手帳」の作成など、心不全の啓蒙活

動などに取り組んでいる。 

◇ 群馬脳卒中医療連携の会 
 脳卒中患者に質の高い医療・介護サービスを切れ目なく提供することを目的として、県内の医

療機関が参画する会議体のこと。平成 21（2009）年に第 1 回の会議を開催。 

 地域連携クリティカルパスの共有のほか、脳卒中患者が入院した病院やリハビリで転院した病

院・かかりつけ医などの情報を記録できる「ぐんまちゃんの脳卒中ノート」の作成など、脳卒

中に係る普及啓発などに取り組んでいる。 

◇ 群馬脳卒中救急医療ネットワーク（GSEN） 
 脳卒中の医療の質を向上させるため、平成 20（2008）年 12 月に立ち上がった県内医療機関

等によるネットワークのこと（Gunma Stroke Emergency Network、GSEN）。 

 脳卒中の治療に関する活動から、住民への普及啓発まで幅広く活動を行っている。 

◇ 健康サポート薬局・認定薬局 
 健康サポート薬局は、かかりつけ薬局・薬剤師の基本的な機能に加え、国民による主体的な健

康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局のこと。 

 認定薬局は、在宅医療や入退院時において、他の医療提供施設との情報連携に対応可能な薬局

（地域連携薬局）と、がん等の専門的な薬学管理についての他の医療提供施設と連携しつつ、

特殊な調剤に対応可能な薬局（専門医療機関連携薬局）のこと。 

 県内の健康サポート薬局・認定薬局に関する情報は、県 HP のほか、県の統合型医療情報シス

テムにおいて公表されている。 

◇ 健康寿命 
 世界保健機関（WHO）が平成 12（2000）年に提唱した指標であり、平均寿命から寝たきり

や認知症など介護状態の期間を差し引いた期間のこと。 

 健康寿命を単に延ばすだけではなく、平均寿命の伸び以上に健康寿命を伸ばすこと（不健康な

状態になる時点を遅らせること）が必要になる。 

◇ 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関

する基本法（循環器病対策基本法） 
 平成 30（2018）年法律第 50 号。平成 30 年 12 月 14 日公布、令和元（2019）年 12 月１

日施行。 

 脳卒中、心臓病その他の循環器病が、国民の疾病による死亡・介護の主要な原因になっている

現状に鑑み、循環器病予防等に取り組むことで、国民の健康寿命の延伸を図り、医療・介護の

負担軽減に資することを目的としている。 

 基本理念、法制上の措置、法に基づく計画の策定義務のほか、循環器病対策における基本的施

策などを定めている。 
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さ行 

◇ 循環器病 
 循環器病対策基本法では、脳卒中、心臓病その他の循環器病を「循環器病」としている。 

 循環器病には、虚血性脳卒中（脳梗塞）、出血性脳卒中（脳内出血、くも膜下出血など）、一

過性脳虚血発作、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞など）、心不全、不整脈、弁膜症（大動脈

弁狭窄症、僧帽弁逆流症など）、大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤など）、末梢血管疾患、

肺血栓塞栓症、肺高血圧症、心筋症、先天性心・脳血管疾患、遺伝性疾患等、多くの疾患が含

まれる。 

◇ 循環器病対策推進基本計画 
 循環器病対策基本法に基づき、循環器病対策の基本的方向について国が定めた計画であり、都

道府県循環器病対策推進計画の基本となるもの。令和２（2020）年 10 月に策定された。 

 基盤としての「循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備」、「１. 循環器病の予防や正し

い知識の普及啓発」「２. 保健、医療及び福祉に係るサービス提供体制の充実」「３. 循環器

病の研究推進」に取り組むことで、2040 年までに 3 年以上の健康寿命の延伸、年齢調整死亡

率の減少を目標としている。 

た行 

◇ 退院調整ルール 
 介護等の支援が必要な患者が、病院から在宅生活へスムーズに移行できるよう、病院とケアマ

ネジャーが連携を深めるための仕組み。病院とケアマネジャーが連携するために、それぞれの

役割や手順などを定めている。 

 本県では、全 12 地域（各保健所単位）において、ルール策定が完了している。 

◇ 地域医療連携室 
 患者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、医療機関同士が互いに連携を取り合い、

切れ目のない医療を提供するための部門のこと。患者の紹介や逆紹介、各種相談窓口などの機

能を担っている。 

◇ 地域連携クリティカルパス 
 急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療を受ける

全ての医療機関で共有して用いるもの。 

 診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者に提示・説明す

ることにより、患者が安心して医療を受けられるようにすることが求められる。 

 

◇ 統合型医療情報システム 
 県内の救急医療機関、消防本部などに設置した端末機をインターネット回線で結び、救急医療

や災害時の救護活動などに必要な情報を２４時間体制で総合的に収集・提供を行う情報システ

ムのこと。 

◇ 特定健康診査（特定健診） 
 日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防と早期発見のために、４０歳から７４歳

までの人を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行う健診のこと。 
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◇ 特定保健指導 
 保健師、管理栄養士などの専門スタッフにより行われる、生活習慣を見直すためのサポートの

こと。特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣

病の予防効果が多く期待できる人に対して実施される。 

な行 

◇ 二次保健医療圏 
 高度・特殊な医療を除く一般的な入院医療、リハビリテーション及び比較的専門性の高い保健

医療サービスの提供を行う圏域（一体の区域）のこと。 

 本県では、10 の二次保健医療圏（前橋、渋川、伊勢崎、高崎・安中、藤岡、冨岡、吾妻、沼

田、桐生、太田・館林）を設定し、主にこの圏域を単位として、保健医療サービスを提供する

ための施設や整備、医師や看護師等の医療従事者の適正配置及び保健医療提供体制の体系化を

図っている。 

◇ 二．五次保健医療圏 
 疾病や事業によっては二次保健医療圏より広域的かつ柔軟に対応する必要があることから、こ

れに対応するために設定している本県独自の圏域のこと。 

 本県では、限られた医療資源を有効に活用するため、複数の二次保健医療圏の関係機関が連携

して、広域的かつ柔軟に医療需要に対応している。 

◇ 年齢調整死亡率 
 年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるよう、年齢構成を調整した死亡率のこと。 

 都道府県別に、死亡数を人口で除した通常の死亡率を比較すると、各都道府県の年齢構成に差

があるため、高齢者の多い都道府県では高くなり、若年者の多い都道府県では低くなる傾向が

ある。年齢調整死亡率を用いることによって、年齢構成の異なる集団について、年齢構成の相

違を気にすることなく、より正確に地域比較や年次比較をすることができる。 

は行 

◇ ＰＤＣＡサイクル 
 Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（測定・評価）、Ａｃｔｉｏｎ（対策・改善）

の仮説・検証型プロセスを循環させて、マネジメントの品質を高めようという概念のこと。 

ま行 

◇ メディカルコントロール 
 消防機関と医療機関との連携によって、（１）救急隊が現場からいつでも迅速に医師に指示、

指導及び助言を要請できる、（２）救急活動の医学的判断、処置の適切性について医師による

事後検証、（３）救急救命士の資格取得後の定期的な病院実習などを行う体制のこと。 

 本県では、県内全域の救急医療体制検討協議会を設置するとともに、県内 11 地域の協議会

による体制を整備している。 
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２ 統計データ                        

（１）死亡率及び年齢調整死亡率（人口 10 万人対） 

 
※本県の年齢調整死亡率について、H27 は「人口動態特殊報告」、それ以外は県試算。 

 

（２）平均寿命と健康寿命の差 

 

 

 

（単位：人）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 89.4 87.5 88.2 87.1 86.1

群馬県 104.1 108.3 104.0 104.2 104.7

全国 156.5 158.4 164.4 167.6 167.9

群馬県 176.4 187.8 177.6 182.6 186.2

全国 37.8 36.2 35.5 34.2 33.2

群馬県 39.5 40.6 37.8 36.6 35.6

全国 21.0 20.0 19.4 18.8 18.0

群馬県 23.5 23.5 22.2 21.2 21.0

全国 65.5 64.6 63.7 63.0 62.0

群馬県 71.0 74.1 65.9 64.3 64.6

全国 34.2 33.1 32.7 32.3 31.3

群馬県 36.6 34.8 33.0 33.6 32.7
年齢調整死亡率（心疾患）【女性】

年齢調整死亡率（心疾患）【男性】

死亡率（心疾患）

死亡率（脳血管疾患）

年齢調整死亡率（脳血管疾患）【女性】

年齢調整死亡率（脳血管疾患）【男性】

男性 （単位：歳）

平均寿命 健康寿命 差

全国 79.64 70.42 9.22

群馬県 79.35 71.07 8.28

全国 80.21 71.19 9.02

群馬県 79.85 71.64 8.21

全国 80.98 72.14 8.84

群馬県 80.75 72.07 8.68

H22

H25

H28

女性 （単位：歳）

平均寿命 健康寿命 差

全国 86.39 73.62 12.77

群馬県 85.89 75.27 10.62

全国 86.61 74.21 12.40

群馬県 86.37 75.27 11.10

全国 87.14 74.79 12.35

群馬県 87.03 75.20 11.83
H28

H22

H25
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（３）「予防」に関する指標 

 

食塩摂取量 

  

 

喫煙率 

  

 

特定健診受診率、特定保健指導実施率、メタボリックシンドローム該当者割合

及び予備軍者割合 

 

 
  

（単位：g/日）

H24 H28

全国 11.3 10.8

群馬県 11.7 10.9

全国 9.6 9.2

群馬県 10.1 9.3

男性

女性

（単位：％）

H28 R1

全国 31.1 28.8

群馬県 33.4 30.5

全国 9.5 8.8

群馬県 11.0 8.9
女性

男性

（単位：％）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 50.1 51.4 52.9 54.4 55.3

群馬県 49.0 50.6 51.5 53.0 54.9

全国 17.5 18.8 19.5 23.3 23.2

群馬県 13.6 14.0 15.0 18.7 18.6

全国 14.4 14.8 15.1 15.5 15.9

群馬県 15.3 15.8 16.1 16.3 16.4

全国 11.7 11.8 12.0 12.2 12.3

群馬県 11.8 11.7 11.9 12.2 12.5

特定健康診査受診率

メタボリックシンドローム

予備群者割合

メタボリックシンドローム

該当者割合

特定保健指導実施率
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（４）「救護」「急性期」に関する指標 

 

救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要した平均時間 

  

   

脳血管疾患により救急搬送された患者数（人口 10 万人対） 

  

 

心肺機能停止傷病者全搬送員のうち、一般市民により除細動が実施された件数

（人口 10 万人対） 

 

 

 関連医師数（人口 10 万人対） 

  
  

（単位：分）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 39.4 39.3 39.3 39.5 39.5

群馬県 36.4 36.6 36.5 36.7 37.3

（単位:人）

H26 H29

全国 196.0 191.0

群馬県 237.0 193.4

（単位：件）

H27 H28 H29 H30 R1

全国 1.4 1.6 1.7 1.6 1.8

群馬県 2.1 2.9 3.0 2.6 3.0

（単位：人）

H26 H28 H30

全国 3.7 3.9 4.2

群馬県 2.6 3.0 3.3

全国 5.7 5.9 6.1

群馬県 4.6 4.9 5.2

全国 9.6 10.0 10.2

群馬県 8.3 8.9 9.2

全国 2.4 2.5 2.6

群馬県 2.3 2.3 2.3

神経内科医師数

脳神経外科医師数

循環器内科医師数

心臓血管外科医師数
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 t-PA 及び経皮的冠動脈インターベンションの実施可能な本県の病院数 

  

 退院患者の平均在院日数 

  

 

（５）「回復期」「慢性期」に関する指標 

 本県のリハビリテーション料届出施設数 

  

 

 

 

 

 本県のリハビリテーションの実施件数 

  

 

 

 

在宅等生活の場に復帰した患者の割合 

 

 

 

（単位：施設）

R2 R3

脳梗塞等に対するt-PAによる

脳血栓溶解療法の実施可能な病院数
15 16

急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈

インターベンションの実施可能な病院数
12 13

(単位：日)

H26 H29

全国 89.1 81.5

群馬県 80.2 76.5

全国 8.3 8.6

群馬県 5.3 9.4
虚血性心疾患の退院患者平均在院日数

脳血管疾患退院患者平均在院日数

（単位：施設）

H29 H30 R1 R2 R3

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 48 48 50 49 50

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 30 30 29 29 32

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ） 31 31 33 38 38

心大血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 47 17 19 20 20

（単位：回）

H28 H29 H30 R1

脳卒中患者に対するリハビリテーション

の実施件数（算定回数）
1,665,856 1,693,143 1,729,032 1,770,015

入院心血管疾患リハビリテーション

の実施件数（算定回数）
72,266 61,364 72,820 80,181

（単位：％）

H26 H29

全国 56.3 57.4

群馬県 55.9 58.2

全国 93.7 94.3

群馬県 93.3 93.7

在宅等生活の場に復帰した

虚血性心疾患患者の割合

在宅等生活の場に復帰した

脳血管疾患患者の割合
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３ 策定経過及び委員名簿                     

 ぐんま循環器病対策シームレス・プロジェクト（群馬県循環器病対策推進計画）は、群馬

県保健医療計画会議 脳卒中検討部会及び心筋梗塞等の心血管疾患検討部会において協議さ

れるとともに、患者団体等からの意見やパブリックコメントの結果を踏まえ、令和４年３月

に策定されました。 

 
群馬県保健医療計画会議 脳卒中検討部会 

 
 
群馬県保健医療計画会議 心筋梗塞等の心血管疾患検討部会 

 
 
オブザーバー 

 

氏名 職名 備考

西松　輝高 群馬県医師会副会長 部会長

山崎　恒夫 群馬大学大学院保健学研究科教授
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原澤　俊通 利根沼田広域消防本部消防長

神山　智子 群馬県健康福祉部健康長寿社会づくり推進課長
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川島　崇 群馬県医師会副会長

丹下　正一 前橋赤十字病院副院長・心臓血管内科部長
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阿部　知伸 群馬大学大学院医学系研究科教授
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